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目
　
的

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
（
平
成
21
年
度

版
）
は
、
平
成
21
年
４
月
10 
日
に
決
定
さ

れ
た
「
経
済
危
機
対
策
」
の
一
環
で
す
。

　

現
下
の
厳
し
い
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、

幼
児
教
育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点

か
ら
、平
成
21
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、

幼
児
教
育
期
の
子
ど
も
１
人
あ
た
り
３

万
６
千
円
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
子
ど
も

　

平
成
21
年
度
に
お
い
て
小
学
校
就
学

前
３
年
間
に
該
当
す
る
子
ど
も
（
具
体

的
に
は
、
生
年
月
日
が
平
成
15 
年
４
月

２
日
か
ら
、
平
成
18 
年
４
月
１
日
ま
で

の
子
ど
も
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

手
当
の
額

　

対
象
と
な
る
子
ど
も
１
人
あ
た
り
３

万
６
千
円
を
、
同
居
し
て
い
る
世
帯
主

に
支
給
し
ま
す
。

　

手
当
の
支
給
は
、
１
回
払
い
と
な
り

ま
す
。

申
請
の
手
続
き

　

手
当
の
受
給
に
は
、
対
象
と
な
る
子

ど
も
と
同
居
し
て
い
る
世
帯
主
が
、
住

所
地
の
市
町
村
に
対
し
て
申
請
を
行
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
平
成

21
年
10 
月
１
日
に
お
住
ま
い
の
市
町
村

で
受
け
付
け
ま
す
。

　

手
当
の
受
け
取
り
は
、
原
則
と
し
て
、

口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。

　

手
当
の
申
請
の
受
付
開
始
日
は
、
各

市
町
村
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
お

住
ま
い
の
市
町
村
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

申
請
期
限
は
受
付
開
始
日
か
ら
６
カ

月
と
な
っ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
は
、

忘
れ
ず
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
住
民
基
本
台
帳
上
で
支
給
対
象
に

な
る
と
判
断
さ
れ
た
世
帯
に
は
、
12 
月

中
旬
以
降
に
申
請
書
類
等
を
郵
送
し

ま
す
。

Ｑ
１　

子
育
て
応
援
特
別
手
当（
平
成

21
年
度
版
）は
、前
回
と
違
っ
て
、第

１
子
ま
で
支
給
対
象
を
拡
大
し
た
の

は
ど
う
し
て
で
す
か
？

Ａ
　
平
成
20
年
度
の
手
当
は
、
幼
児
教

育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、

多
子
世
帯
の
負
担
軽
減
と
い
う
観
点

か
ら
、
支
給
し
た
も
の
で
す
。

今
回
の
手
当
は
、
全
体
の
個
人
所
得

が
減
少
し
つ
つ
あ
る
な
ど
、
経
済
情

勢
が
引
き
続
き
大
変
厳
し
い
こ
と
を

踏
ま
え
、
幼
児
教
育
期
の
負
担
に
広

く
配
慮
す
る
こ
と
と
し
、
第
１
子
ま

で
拡
大
し
た
も
の
で
す
。

Ｑ
２　

手
当
の
支
給
先
は
、誰
に
な
り

ま
す
か
？

Ａ
　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
支
給

対
象
と
な
る
子
ど
も
と
同
居
し
て
い

る
世
帯
主
に
対
し
て
支
給
し
ま
す
。

な
お
、同
居
す
る
世
帯
員
は
、世
帯
主

の
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

Ｑ
３　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
こ
れ

か
ら
毎
年
支
給
さ
れ
る
の
で
す
か
？

Ａ
　
こ
の
手
当
は
、
現
下
の
社
会
経
済

情
勢
が
引
き
続
き
大
変
厳
し
い
状
況

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
20
年
度
の

緊
急
措
置
で
あ
っ
た
手
当
を
、
平
成

21
年
度
に
限
り
、
再
度
対
象
者
を
拡

大
し
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
も
の

で
す
。

Ｑ
４　

申
請
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た

ら
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ
　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
申
請
に

よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
。
申
請
期
限
は

受
付
開
始
日
か
ら
６
カ
月
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
も
し
、
申
請
期
限
ま
で

に
申
請
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
辞
退

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
５　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
課
税

対
象
に
な
り
ま
す
か
？

Ａ
　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
所
得
税
・

個
人
住
民
税
上
の
取
り
扱
い
は
一
時

所
得
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
は
50
万

円
の
特
別
控
除
額
が
あ
る
た
め
、
他

に
一
時
所
得
が
な
い
場
合
に
は
、
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ
＆
Ａ

子
育
て
応
援
特
別
手
当（
平
成
 21
年
度
版
）が
支
給
さ
れ
ま
す


